
栃木市原油価格高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者等支援補助
金交付要綱
　（趣旨）

第１条　市の交付する栃木市原油価格高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者等支援補助金（以下「補助金」という。）については、栃木市補助金等交付規則（平成２２年栃木市規則第５６号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
　（交付の目的）
第２条　この補助金は、原油価格高騰の影響を受けた一般廃棄物収集運搬事業者及び家庭ごみ等収集運搬事業者に対し、その事業の用に供する燃料の購入に要する経費の一部を補助することにより、当該事業者の経営の安定を図ることを目的とする。
　（定義）
第３条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)　一般廃棄物収集運搬事業者　市内に住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地）を有し、市長から廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項の規定による許可（し尿及び浄化槽汚泥を除く。）を受けた者であって、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に同法第８条第１項に規定する一般廃棄物処理施設（し尿処理施設を除く。）への搬入実績があるものをいう。
 (2)　家庭ごみ等収集運搬事業者
市と市内における家庭ごみ、紙類等の収集運搬業務に係る業務委託契約を締結し、当該業務を行っている者をいう。

　（交付の対象者）

第４条　補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、一般廃棄物収集運搬事業者又は家庭ごみ等収集運搬事業者であって、市税を滞納していないものとする。
　（補助対象車両）
第５条　補助金の交付の対象となる車両（以下「補助対象車両」という。）は、次に掲げる車両とする。
 (1)　一般廃棄物収集運搬事業者が事業の用に供する車両（令和７年１１月１日において栃木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成２２年栃木市条例第１６２号）第１５条第１項又は第１６条第１項の規定による申請の際に提出した収集運搬車両一覧に記載されたものに限る。）
 (2)　家庭ごみ等収集運搬事業者が事業の用に供する車両（前号に該当するものを除く。）

２　前項の規定にかかわらず、栃木市原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金交付要綱（令和７年栃木市告示第２９０号）の規定に基づき交付される栃木市原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金の算定の基礎とされた車両は、補助対象車両から除くものとする。

　（補助対象経費）
第６条　補助金の交付の対象となる経費は、補助対象車両の燃料の購入に要する経費とする。

　（補助金の額等）

第７条　補助金の額は、補助対象車両１台につき１万円（道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に規定する軽自動車にあっては、１台につき５，０００円）とする。
２　補助金の交付は、１交付対象者につき１回限りとする。
　（交付の申請）

第８条　補助金の交付を受けようとする者は、栃木市原油価格高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者等支援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、令和７年１２月２６日までに市長に提出しなければならない。
(1)　補助対象車両一覧表（一般廃棄物収集運搬事業者用）（別記様式第２号）
(2)　補助対象車両一覧表（家庭ごみ等収集運搬事業者用）（別記様式第３号）
(3)　家庭ごみ等収集運搬事業者にあっては、補助対象車両の自動車検査証の写し
 (4)　前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（補助金の請求）

第９条　規則第９条の規定により、補助金等交付請求書に添える書類は、交付決定通知書の写しとする。

　（実績報告）

第１０条　この補助金については、規則第１０条ただし書の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

　（補則）
第１１条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
（施行期日）

１　この告示は、公布の日から施行する。
　（告示の失効）
２　この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

別記様式第１号（第８条関係）
栃木市原油価格高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者等支援補助
金交付申請書
　　　年　　月　　日
　　
　（宛先）栃木市長
　　栃木市原油価格高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者等支援補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。
　　また、この補助金の交付に係る審査のため、市の職員が私（当社）の市税の納付状況を確認することに同意します。

	（申請者）
住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者氏名
電話番号
	自署しない場合は、記名押印してください。
　　　法人の場合は、記名押印してください。

	区分
	□一般廃棄物収集運搬事業者

□家庭ごみ等収集運搬事業者

	（補助対象車両の台数×補助基本額）①
	普通車以上　　台×１０，０００円＝　　　　　円軽自動車　　　台×　５，０００円＝　　　　　円

	補助金申請額
（①の合計）
	円

	添付書類
	


別記様式第２号（第８条関係）

補助対象車両一覧表（一般廃棄物収集運搬事業者用）

	番号
	自動車登録番号
	車両区分（該当するものを〇で囲んでください。）

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車


　※　車両区分の「その他」には、軽自動車以外のダンプ、キャブオーバー、脱着装置付きコンテナ専用車、バン等を記入する。
別記様式第３号（第８条関係）

補助対象車両一覧表（家庭ごみ等収集運搬事業者用）

	番号
	自動車登録番号
	車両区分（該当するものを〇で囲んでください。）

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車

	
	
	塵芥車・その他（　　　）・軽自動車


　※　車両区分の「その他」には、軽自動車以外のダンプ、キャブオーバー、脱着装置付きコンテナ専用車、バン等を記入する。
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